
建築確認審査と構造計算適合性判定審査の並行審査の注意事項                               

 

 平成２７年６月１日以降に確認申請（計画変更の申請を含む）を行う場合、建築主は、建築主事

等と指定構造計算適合性判定機関にそれぞれ申請することになります。 

 

 指定構造計算適合性判定機関への判定申請書の図書は、確認申請の図書に比べ図書内容が限られ

ています。 

確認申請の図書 ：規則第１条の３に規定された図書 

判定申請書の図書：規則第３条の７に規定された図書（意匠図、構造図及び構造計算書等） 

 

 確認申請書の図書と構造計算適合性判定の判定申請書との図書の整合性の確保は、建築主の責任

とされています。申請時には整合性が保たれていたとしても、構造計算適合性判定や確認申請の審

査段階で変更が生じた場合、建築主は、両図書間の整合性を確保しなければなりません。 

 

 確認申請及び構造計算適合性判定申請の時期は建築主が決定しますが、申請に係る建築物の計画

が構造計算適合性判定を要するものであるときは、建築主が構造計算適合性判定を受けた適合判定

通知書又はその写しを提出しなければ、建築主事等は確認をすることができません。 

 

 本県では、建築主が建築主事等に適合判定通知書又はその写しを提出する際に添付する様式をS5

号様式として定めましたので、県内における確認申請の際には添付してください。 

 

≪確認申請及び構造計算適合性判定申請の流れ≫ 

 

― 143 ―


	新運用本
	目次
	目次
	目次
	バインダ1~3.pdf
	01_表紙～目次z H220405_23z_木造住宅等）.pdf
	02-01_03_補正+軽微な変更zH220405_23 _2_z（木造住宅等）
	03_申請図書の簡素化関係z H220405_23
	04_00既存不適格zH220405_23

	04_01_増改築手引き_本編_100404-1
	申請手引き_本編の再々訂正_0402
	04_01_増改築手引き_本編_100404.pdf

	例規改正経緯 (公開用)
	認定制度概要
	手続きフロー



